
 

第103期 中 間 決 算 公 告 
平成19年12月25日 

福島県郡山市中町19番1号 

株式会社 大東銀行 

取締役社長 能勢 秀幸 
 
 

中 間 貸 借 対 照 表 
（平成19年9月30日現在） 

 (単位：百万円) 
 

科     目 金   額 科     目 金   額 
 

(負 債 の 部) 
預 金 
コ ー ル マ ネ ー 
借 用 金 
新 株 予 約 権 付 社 債 
そ の 他 負 債 
賞 与 引 当 金 
退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
睡眠預金払戻損失引当金 
再評価に係る繰延税金負債 
支 払 承 諾 

 

 
 

610,050 
109 

2,060 
2,175 
2,850 
198 

3,232 
17 
117 

1,967 
1,691 

 
負 債 の 部 合 計 624,469 

 
(純資産の部) 

資 本 金 
資 本 剰 余 金 
資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 
利 益 準 備 金 
そ の 他 利 益 剰 余 金 
別 途 積 立 金 
繰 越 利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 
株 主 資 本 合 計 
その他有価証券評価差額金 
土 地 再 評 価 差 額 金 
評価・換算差額等合計 

 

 
 

14,668 
1,219 
1,219 
9,188 

96 
9,091 
7,500 
1,591 
△ 40 
25,036 

582 
1,897 
2,479 

 

 
(資 産 の 部) 

現 金 預 け 金 

コ ー ル ロ ー ン 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 出 金 

外 国 為 替 

そ の 他 資 産 

有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 
 

62,567 

10,000 

2,672 

145,719 

418,271 

117 

2,440 

14,362 

855 

2,408 

1,691 

△ 9,122 

 

純 資 産 の 部 合 計 27,515 

資 産 の 部 合 計 651,985 負債及び純資産の部合計 651,985 
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(注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

2. 商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により
行っております。 

3. 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原

価法（定額法）、子会社・子法人等株式については移動平均法による原価法、

その他有価証券のうち時価のあるものについては中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものについては

移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他

有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

4. 金銭の信託は、貸出債権流動化に伴い、現金準備金として信託しているもの

であります。 

5. デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

6. 有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得

した建物（建物附属設備を除く。）については定額法）を採用し、年間減価償

却費見積額を期間により按分し計上しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ５年～50 年 

動 産  ３年～20 年 

なお、平成 19 年度税制改正に伴い、平成 19 年４月１日以後に取得した有形

固定資産については、改正後の法人税法に基づく償却方法により減価償却費を

計上しております。この変更により、経常利益及び税引前中間純利益は、従来

の方法によった場合に比べ 4百万円減少しております。 

また、当中間期より、平成 19 年３月 31 日以前に取得した有形固定資産につ

いては、償却可能限度額に達した事業年度の翌事業年度以後、残存簿価を５年

間で均等償却しております。なお、これにより、従来の方法に比べ、経常利益

及び税引前中間純利益は 11 百万円それぞれ減少しております。 

7. 無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利

用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間（５年）に基づいて

償却しております。 

8. 株式交付費は支出時に全額費用として処理しております。 

9. 外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しておりま

す。 

10. 貸倒引当金は、あらかじめ定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計

上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破

綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実

質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されてい

る直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能

見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況

にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権
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については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込

額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認め

る額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した

貸倒実績率等に基づき計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を

実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その

査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権

額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額

を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は15,499百万

円であります。 

11.  賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与

の支給見込額のうち、当中間期に帰属する額を計上しております。 

12.  退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認

められる額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の

費用処理方法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務   その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の

年数（12年）による定額法により費用処理 

数理計算上の差異  各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年

数（12年）による定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌期から費用処理 

13．   従来、役員退職慰労金は、支出時に費用処理をしておりましたが、「役員賞

与に関する会計基準」の適用により役員賞与の費用処理が必要となったこと、

及び「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員

退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監査・保証

実務委員会報告第42号平成19年４月13日）が平成19年４月１日以後開始する事

業年度から適用されることに伴い、当中間期から同報告を適用し、役員への退

職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、

当中間期末までに発生していると認められる額を役員退職慰労引当金として計

上しております。 

これにより、従来の方法に比べ、営業経費は4百万円、特別損失は12百万円

それぞれ増加し、経常利益は4百万円、税引前中間純利益は17百万円それぞれ

減少しております。 

14．  睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの将

来の払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を

引当てております。 
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利益計上した睡眠預金の預金者への払戻損失は、従来払戻時の費用として処

理しておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は

準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計

士協会監査・保証実務委員会報告第42号平成19年４月13日）を適用し、当中間

会計期間より、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てる方法

に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べ、その他経常費用は28百万円、特別損失は89

百万円それぞれ増加し、経常利益は28百万円、税引前中間純利益は117百万円

それぞれ減少しております。 

15． リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっており

ます。 

16． 金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行

業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本

公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号。以下「業種別監査委員会報告第

24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価

の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預

金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎

にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、一部の資産・負債につ

いては、金利スワップの特例処理を行っております。 

17． 外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法

は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取

扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に規定する繰延ヘ

ッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権

債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワ

ップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合

うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘ

ッジの有効性を評価しております。 

18． 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、

有形固定資産に係る控除対象外消費税等は、当中間期の費用に計上しておりま

す。  

19． 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総

額241百万円 

20． 関係会社の株式総額        496百万円 

21． 有形固定資産の減価償却累計額 11,035百万円 

22． 有形固定資産の圧縮記帳額      1,317百万円 

23． 貸出金のうち、破綻先債権額は2,435百万円、延滞債権額は19,791百万円で

あります。 
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なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続している

ことその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものと

して未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下

「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令

第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規

定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務

者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以

外の貸出金であります。 

24． 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は126百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日か

ら３月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないもので

あります。 

25． 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は6,497百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的

として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債

務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以

上延滞債権に該当しないものであります。 

26． 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額

の合計額は28,849百万円であります。 

なお、23．から26．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

27． 貸出債権流動化により、会計上売却処理した貸出金の元本の中間期末残高の

総額は、12,150百万円であります。なお、当行は貸出債権の劣後受益権を

6,048百万円継続保有し貸出金に計上しております。 

28． 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理して

おります。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法

で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は4,294百万円で

あります。 

29． 担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券             11,427百万円 

その他資産                5百万円 

現金預け金                5百万円 

担保資産に対応する債務 

預金           608百万円 

コールマネー       109百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券14,443百万円を差し

入れております。 

また、その他資産のうち敷金は112百万円、保証金は47百万円であります。 

― 5 ― 



30. 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、

事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除

した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  平成10年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119

号）第２条第１号に定める当該事業用土地の近隣の地価公示法(昭和44

年法律第49号)第６条に規定する標準地について同条の規定により公示

された価格、及び第３号に定める当該事業用土地について地方税法(昭

和25年法律第226号)第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土

地補充課税台帳に登録されている価格に基づいて、奥行価格補正、時点

修正、近隣売買事例による補正等合理的な調整を行って算出。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当中間期末における時価

の合計額が当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額 5,302

百万円 

31. 借用金は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣

後特約付借入金であります。 

32.  新株予約権付社債は、劣後特約付新株予約権付社債であります。 

33． 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３

項）による社債に対する当行の保証債務の額は2,485百万円であります。なお、

当該保証債務に係る支払承諾及び支払承諾見返については、「銀行法施行規

則」（昭和57年大蔵省令第10号）別紙様式が「銀行法施行規則等の一部を改正

する内閣府令」（内閣府令第38号平成19年４月17日）により改正されたことに

伴い、相殺しております。 

  前中間期において上記相殺を行った場合は、前中間期末の支払承諾及び支払

承諾見返はそれぞれ2,587百万円減少します。 

34． １株当たりの純資産額 219円16銭 

35． 有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これ 

らには、貸借対照表の「有価証券」勘定以外で表示されているものは含まれて

おりません。以下 36．についても同様であります。 

満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 中間貸借対照表 

計上額（百万円） 

時 価 

(百万円) 

差 額 

(百万円) 

国 債 4,999 5,060 60

社 債 5,583 5,609 25

その他 8,501 8,194 △ 306

合 計 19,084 18,864 △ 219
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その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 

（百万円） 

中間貸借対照表 

計上額（百万円） 

評価差額 

(百万円) 

株 式 14,800 17,773 2,972

債 券 82,633 81,594 △ 1,038

国 債 30,618 29,786   △   832

地方債 2,618 2,611 △     7

社 債 49,395 49,197 △   198

その他 23,130 23,172 42

合 計 120,564 122,541 1,976

   なお、上記の評価差額から繰延税金負債1,411百万円を差し引いた額565百万

円が、「その他有価証券評価差額金」に含まれております。 

その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に

比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認め

られないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表価額とするととも

に、評価差額を当中間期の損失として処理（以下「減損処理」という。）して

おります。  

   当中間期における減損処理額は、413百万円（うち株式413百万円）でありま

す。 

   また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の銘柄の有

価証券について（中間）期末日における時価が取得原価に比べて50％以上下落

した場合、また、下落率が30％以上50％未満の銘柄については、過去１年以上

連続して下落率が30％以上で推移した場合で発行会社の業績の推移などを考慮

の上、時価の回復可能性がないと判断された場合であります。 

36． 時価のない有価証券のうち、主なものの内容と中間貸借対照表計上額は、次

のとおりであります。 

      金額(百万円） 

子会社・子法人等株式 496

その他有価証券 

 非上場株式 

 非上場社債 

 出資証券 

639

2,485

472

 

37． 金銭の信託の保有目的別の内訳は次のとおりであります。 

 取得原価 

（百万円） 

中間貸借対照表 

計上額（百万円） 

評価差額 

(百万円) 

その他の金銭の

信託 
2,672 2,672 －
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38． 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融

資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限

り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの

契約に係る融資未実行残高は、27,203百万円であります。このうち原契約期間

が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが26,292百万円あ

ります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、

融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を

与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権

の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資

の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられておりま

す。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求する

ほか、契約後も定期的にあらかじめ定めている行内手続に基づき顧客の業況等

を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

39.  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下

のとおりであります。 

繰延税金資産 

貸倒引当金損金算入限度超過額           3,969 百万円 

退職給付引当金損金算入限度超過額       1,283 

減価償却費損金算入限度超過額             157 

有価証券償却                           1,068 

税務上の繰越欠損金                     3,617 

その他                                 1,879 

繰延税金資産小計                        11,975 

評価性引当額                         △ 8,144 

繰延税金資産合計                         3,831 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金      △ 1,422 

繰延税金負債合計           △ 1,422 

繰延税金資産の純額            2,408百万円 

 

40.  国内基準による単体自己資本比率 9.34％ 
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中間損益計算書 

(平成19年４月１日から
平成19年９月30日まで)

 
(単位：百万円) 

 
科       目 金 額 

経 常 収 益       8,902  

資 金 運 用 収 益   6,583    

（ う ち 貸 出 金 利 息 ）  （ 5,352 )    

（うち有価証券利息配当金）  （ 1,045 )    

役 務 取 引 等 収 益   1,679     

そ の 他 業 務 収 益   65     

そ の 他 経 常 収 益  574     

経 常 費 用 
 
    7,854 

資 金 調 達 費 用   854     

（ う ち 預 金 利 息 ）  （ 820 )    

役 務 取 引 等 費 用   547     

そ の 他 業 務 費 用   89     

営 業 経 費   4,516     

そ の 他 経 常 費 用   1,846    

経 常 利 益     
 

1,048  

特 別 利 益      49  

特 別 損 失    117  

税 引 前 中 間 純 利 益     
 

980  

法人税、住民税及び事業税      11  

法 人 税 等 調 整 額      △ 41  

中 間 純 利 益      1,010  

    
 
 (注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

2. １株当たり中間純利益金額8円10銭 
3. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額7円31銭 
4. その他経常費用には、貸倒引当金繰入額1,230百万円、株式等償却413百万円、貸出金償

却101百万円を含んでおります。 
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中間連結財務諸表の作成方針 
 

 1. 連結の範囲に関する事項 

  (1) 連結される子会社及び子法人等   ２社 

     株式会社大東クレジットサービス 

     株式会社大東リース 

  (2) 非連結の子会社及び子法人等 

     該当ありません。 

 

 2. 持分法の適用に関する事項 

  (1) 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等 

     該当ありません。 

  (2) 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等 

     該当ありません。 

 

 3. 連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

   連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。 

     ９月末日 ２社 
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中間連結貸借対照表 
（平成19年９月30日現在）

 
(単位：百万円) 

 
科     目 金   額 科     目 金   額 

 
(負 債 の 部) 

預 金 

コールマネー及び売渡手形 

借 用 金 

新 株 予 約 権 付 社 債 

そ の 他 負 債 

賞 与 引 当 金 

退 職 給 付 引 当 金 

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 

利 息 返 還 損 失 引 当 金 

睡眠預金払戻損失引当金 

再評価に係る繰延税金負債 

支 払 承 諾 
 

 
 

609,020 

109 

2,217 

2,175 

3,824 

204 

3,238 

17 

31 

117 

1,967 

13,896 

負 債 の 部 合 計 636,820 
 

(純資産の部) 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 

株 主 資 本 合 計 

その他有価証券評価差額金 

土 地 再 評 価 差 額 金 

評価・換算差額等合計 

少 数 株 主 持 分 
 

 
 

14,668 

1,233 

9,638 

△ 243 

25,297 

645 

1,897 

2,542 

321 
 

 
(資 産 の 部) 

現 金 預 け 金 

コールローン及び買入手形 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 出 金 

外 国 為 替 

そ の 他 資 産 

有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

 
 

62,568 

10,000 

2,672 

145,401 

416,886 

117 

3,641 

16,363 

1,021 

2,581 

13,896 

△ 10,169 

純 資 産 の 部 合 計 28,161 

資 産 の 部 合 計 664,981 負債及び純資産の部合計 664,981 
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(注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

2. 商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により

行っております。 

3. 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原

価法（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものについては中間連結決

算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価

のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行ってお

ります。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法によ

り処理しております。 

4. 金銭の信託は、貸出債権の流動化に伴い、現金準備金として信託しているも

のであります。 

5. デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

6. 当行の有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後

に取得した建物（建物附属設備を除く。）については定額法）を採用し、年間

減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ５年～50 年 

動 産  ３年～20 年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用

年数に基づき、主として定額法により償却しております。 

なお、平成 19 年度税制改正に伴い、平成 19 年４月１日以後に取得した有形

固定資産については、改正後の法人税法に基づく償却方法により減価償却費を

計上しております。この変更により、経常利益及び税金等調整前中間純利益は、

従来の方法によった場合に比べ 4百万円減少しております。 

また、当中間連結会計期間より、平成 19 年３月 31 日以前に取得した有形固

定資産については、償却可能限度額に達した連結会計年度の翌連結会計年度以

後、残存簿価を５年間で均等償却しております。なお、これにより、従来の方

法に比べ、経常利益及び税金等調整前中間純利益は 11 百万円それぞれ減少して

おります。 

7. 無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利

用のソフトウェアについては、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定

める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。 

8. 株式交付費は支出時に全額費用として処理しております。 

9. 当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付

しております。 

連結される子会社及び子法人等は外貨建資産・負債を保有しておりません。 

10. 当行の貸倒引当金は、あらかじめ定めている償却・引当基準に則り、次のと

おり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破
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綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実

質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されてい

る直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能

見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況

にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権

については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込

額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認め

る額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した

貸倒実績率等に基づき計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を

実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その

査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額

から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を

取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 15,499 百万円

であります。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸

倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てておりま

す。 

11． 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与

の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。 

12． 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額を計上しております。また、過去勤務債務及

び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務   その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数 

(12年）による定額法により費用処理 

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内

の一定の年数（12年）による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理 

13． 利息返還損失引当金は、連結される子法人等が利息制限法の上限金利を超過

する貸付金利息の返還請求に備えるため、過去の返還状況等を勘案し、返還見

込額を合理的に見積もり計上しております。 

14． 従来、役員退職慰労金は、支出時に費用処理をしておりましたが、「役員賞

与に関する会計基準」の適用により役員賞与の費用処理が必要となったこと、

及び「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員

退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監査・保証
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実務委員会報告第 42 号平成 19 年４月 13 日）が平成 19 年４月１日以後開始す

る連結会計年度から適用されることに伴い、当中間連結会計期間から同報告を

適用し、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退職慰労金の

支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額

を役員退職慰労引当金として計上しております。 

これにより、従来の方法に比べ、営業経費は 4 百万円、特別損失は 12 百万円

それぞれ増加し、経常利益は 4 百万円、税金等調整前中間純利益は 17 百万円そ

れぞれ減少しております。 

15． 睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの将

来の払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を

引当てております。 

利益計上した睡眠預金の預金者への払戻損失は、従来払戻時の費用として処

理しておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は

準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計

士協会監査・保証実務委員会報告第42号平成19年４月13日）を適用し、当中間

連結会計期間より、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てる

方法に変更しております。これにより、従来の方法に比べ、その他経常費用は

28百万円、特別損失は89百万円それぞれ増加し、経常利益は28百万円、税金等

調整前中間純利益は117百万円それぞれ減少しております。 

16． 当行並びに連結される子会社及び子法人等のリース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

17． 当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、 

｢銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い｣ 

(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24 号。以下「業種別監査委員会

報告第 24 号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効

性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象と

なる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）

期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、一部の資産・負

債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

18. 当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計

の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査

上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）に規定する

繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金

銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為

替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等

に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することに

よりヘッジの有効性を評価しております。 

19. 当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処
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理は、税抜方式によっております。 

20. 当行の取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭

債権総額241百万円 

21. 有形固定資産の減価償却累計額17,269百万円 

22. 有形固定資産の圧縮記帳額1,317百万円 

23.  貸出金のうち、破綻先債権額は2,514百万円、延滞債権額は20,464百万円であ

ります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続している

ことその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものと

して未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下

「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令

第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規

定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務

者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以

外の貸出金であります。 

24. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は126百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日か

ら３月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないもので

あります。 

25. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は6,543百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的

として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債

務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以

上延滞債権に該当しないものであります。 

26． 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額

の合計額は29,648百万円であります。 

なお、23．から26．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

27.  貸出債権流動化により、会計上売却処理した貸出金の元本の中間連結会計期

間末残高の総額は、12,150百万円であります。なお、当行は貸出債権の劣後受

益権を6,048百万円継続保有し貸出金に計上しております。 

28． 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理して

おります。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法

で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は4,294百万円であ

ります。 

29． 担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券         11,427百万円 

その他資産             5百万円 
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現金預け金             5百万円 

担保資産に対応する債務 

預金              608百万円 

コールマネー及び売渡手形    109百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券14,443百万円を差し

入れております。 

また、その他資産のうち敷金は 112 百万円、保証金は 47 百万円であります。 

30． 土地の再評価に関する法律（平成 10 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、

当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る

税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控

除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  平成 10 年３月 31 日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法   

土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公布政令第 119

号）第２条第１号に定める当該事業用土地の近隣の地価公示法(昭和 44 年

法律第 49 号)第６条に規定する標準地について同条の規定により公示され

た価格、及び第３号に定める当該事業用土地について地方税法(昭和 25 年

法律第 226 号)第 341 条第 10 号の土地課税台帳又は同条第 11 号の土地補充

課税台帳に登録されている価格に基づいて、奥行価格補正、時点修正、近

隣売買事例による補正等合理的な調整を行って算出。 

 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当中間連結会計期間末に

おける時価の合計額が当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回 

る金額 5,302百万円 

31． 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣

後特約付借入金 2,060 百万円が含まれております。 

32． 新株予約権付社債は、劣後特約付新株予約権付社債であります。 

33．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３

項）による社債に対する保証債務の額は 2,485 百万円であります。なお、当該保

証債務に係る支払承諾及び支払承諾見返については、「銀行法施行規則」（昭和

57 年大蔵省令第 10 号）別紙様式が「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府

令」（内閣府令第 38 号平成 19 年４月 17 日）により改正されたことに伴い、相

殺しております。 

    前中間連結会計期間において上記相殺を行った場合は、前中間連結会計期間末

の支払承諾及び支払承諾見返はそれぞれ 2,587 百万円減少します。 

34． １株当たりの純資産額 223 円２銭 

35． 有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これら

には、中間連結貸借対照表上の「有価証券」勘定以外で表示されているものは含

まれておりません。36．についても同様であります。 
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満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 中間連結貸借対照表 

計上額（百万円） 

時 価 

(百万円) 

差 額 

(百万円) 

国 債 4,999 5,060 60

社 債 5,583 5,609 25

その他 8,501 8,194 △ 306

合 計 19,084 18,864 △ 219

 

その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 

(百万円) 

中間連結貸借対照表 

計上額（百万円） 

評価差額 

(百万円) 

株 式 14,834 17,950 3,116

債 券 82,633 81,594 △ 1,038

国 債 30,618 29,786 △   832

地方債 2,618 2,611 △     7

社 債 49,395 49,197 △   198

その他 23,130 23,172 42

合 計 120,598 122,718 2,120

なお、上記の評価差額から繰延税金負債1,469百万円を差し引いた額651百万

円のうち少数株主持分相当額23百万円を控除した額628百万円が、「その他有価

証券評価差額金」に含まれております。 

その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に

比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認め

られないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表価額とすると

ともに、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理（以下「減損処理」

という。）しております。   

当中間連結会計期間における減損処理額は、413百万円（うち株式413百万

円）であります。 

また、時価が｢著しく下落した」と判断するための基準は、個々の銘柄の有価

証券について（中間）連結会計期間末日における時価が取得原価に比べて50％

以上下落した場合、また、下落率が30％以上50％未満の銘柄については、過去

１年以上連続して下落率が30％以上で推移した場合で発行会社の業績の推移な

どを考慮の上、時価の回復可能性がないと判断された場合であります。 

36． 時価評価されていない有価証券のうち、主なものの内容と中間連結貸借対照

表計上額は、次のとおりであります。 

内  容 中間連結貸借対照表計上額(百万円） 

その他有価証券 

 非上場株式 

 非上場社債 

 出資証券 

 

              639 

             2,485 

              472 
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37． 金銭の信託の保有目的別の内訳は次のとおりであります。 

 取得原価 

(百万円) 

中間連結貸借対照表 

計上額（百万円） 

評価差額 

(百万円) 

その他の金銭の

信託 
2,672 2,672 －

38． 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融

資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限

り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの

契約に係る融資未実行残高は、36,283百万円であります。このうち原契約期間

が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が35,372百万

円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、

融資未実行残高そのものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等

の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契

約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるとき

は、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の

拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。 

また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、

契約後も定期的にあらかじめ定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況

等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じておりま

す。 

39． 企業集団内の会社に投資（子会社株式等）を売却した場合の税効果会計につ

いて、「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」（日本公認会計

士協会会計制度委員会報告第６号平成19年３月29日）の第30-2項を当中間連結

会計期間から適用しております。なお、これにより繰延税金資産は130百万円減

少し、中間純利益は同額減少しております。    

40． 国内基準による連結自己資本比率 9.45％ 
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中間連結損益計算書 

(平成19年４月１日から
平成19年９月30日まで)

 
(単位：百万円) 

科       目  金 額 

経 常 収 益    9,608  

資 金 運 用 収 益  6,692    

（ う ち 貸 出 金 利 息 ）  5,462 )    

（うち有価証券利息配当金）  1,044 )    

役 務 取 引 等 収 益  1,795    

そ の 他 業 務 収 益  543    

そ の 他 経 常 収 益  577    

経 常 費 用    8,478   

資 金 調 達 費 用  854    

（ う ち 預 金 利 息 ）  819 )    

役 務 取 引 等 費 用  476    

そ の 他 業 務 費 用  578    

営 業 経 費  4,617    

そ の 他 経 常 費 用  1,952    

経 常 利 益    1,129  

特 別 利 益    49  

  119 特 別 損 失 

税金等調整前中間純利益  
 

1,059 
 

法人税、住民税及び事業税    53  

法 人 税 等 調 整 額    71  

   23  少 数 株 主 利 益 

中 間 純 利 益    910  

    
  

 (注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
2. １株当たり中間純利益金額7円34銭 
3. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額6円62銭 
4. その他経常費用には、貸出金償却113百万円、貸倒引当金繰入額1,319百万円及び株式等

償却413百万円を含んでおります。 
5. 特別利益は、償却債権取立益49百万円であります。 
6. 特別損失には、過年度睡眠預金払戻損失引当金繰入額89百万円、過年度役員退職慰労引

当金繰入額12百万円を含んでおります。 
 
 
 

以 上 


